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会議録の作成にあたっては、誤りのないよう留意

しておりますが、時間の関係上原稿校正は初校しか

できなく、誤字、脱字がありますことを深くお詫び

申し上げます。

まことに恐れ入りますが、ご了承のうえご判読い

ただきたくお願いいたします。

福島町議会議長 溝 部 幸 基
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平成２０年

全 員 協 議 会

平成２０年１２月８日（月曜日）

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎案件

(1)議会基本条例について

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎出席議員（１０名）

議 長 溝 部 幸 基 副 議 長 金 沢 秀 一

議 員 佐 藤 卓 也 議 員 川 村 明 雄

議 員 新 山 大 吉 議 員 加 藤 雅 行

議 員 杉 村 志 朗 議 員 佐 藤 孝 男

議 員 平 野 隆 雄 議 員 滝 川 明 子

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎欠席議員（２名）

議 員 木 村 隆 議 員 藤 山 大

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎職務のため出席した議会事務局職員

議会事務局長 石 堂 一 志 議会グループ総括主査 坂 口 稔

議会グループ主事 吉 澤 裕 治 議会グループ書記 庭 奈 々 子

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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（開会 午後 １時３５分）

――――――――――――――――――――

○議長（溝部幸基） ご苦労様でございます。

ただいまから全員協議会を始めたいと思います。

今日の案件は、議会基本条例についてでありま

す。議会基本条例につきましては、１０月２０日

の全員協議会で素案について内容の説明をいたし

ました。それを受けて、１１月２７日の自治基本

条例・議会基本条例に関する調査特別委員会でそ

の質疑を行いました。

その部分とあわせて、山梨学院大学の江藤教授

の講演会、そして町の担当との意見交換を踏まえ

て１２月１日に議会運営委員会で素案１について

調整をしまして、皆さんに配付の素案２を作成い

たしました。

今後のスケジュールについて、事務局から説明

をしますが、１０日、１１日に広報・広聴常任委

員会としての町民懇談会を開催することになって

おりまして、すでに該当者、あるいは一般の町民

に向けてご案内をしているところであります。

この段階で、素案２についての内容で意見をい

ただいて、それを受けて議会運営委員会として最

終的な素案２の詰めをし、そのあと１５日に３回

目の自治・議会基本条例に関する調査特別委員会

を開催して１２月定例会に議案を上程すべく準備

を進めていきたいと思っております。

そういった内容でございますので、素案２につ

いて、今日は皆さんのご意見を伺えればというこ

とで全員協議会を開催いたしましたので、よろし

くお願いしたいと思います。

それでは、最初に素案２について事務局長から

概略説明を申し上げます。

○議会事務局長（石堂一志） どうもご苦労様で

す。前の資料を見ないとわかりづらいかもしれま

せんが、文言の整理等が第１の基本です。

それで、具体的に大きく変わりましたところは、

７ページの第９条、ここにつきましても文言の整

理ということであれば文言の整理になるのですが、

そこにつきましては、町長による政策形成過程の

議会に対する政策等というところで、カギカッコ

で計画・政策事業などを政策等ということで位置

付けをしておりましたが、この文の作りにつきま

しては、すべてなるべくわかりやすくということ

を基本にしておりますので、そこは政策等という

ことで、カッコで計画、事業等ということの補足

説明の方式をとりました。

それと８ページ、第１１条の１号です。これは、

基本構想及び総合計画となっておりました。ご存

知のとおり、地方自治法第２条の第４項では、基

本構想は地方自治法のほうで規定しております。

そういうこともありますので、４項の規定に基づ

く総合計画ということで、具体的には基本構想と

いう文言をはずしております。

それと、そこには記載しておりませんが、第１

２条、文書質問の関係で、第２項に必要な事項は

会議規則で定めると記載しておりますが、以前の

２項については、町長等は文書質問に対して文書

により議長を経由して回答すると明記しておりま

した。以前の２項については、この会議規則のほ

うに掲載していてもいいだろうということで、そ

れについては会議規則のほうに委ねることにしま

して簡単にしました。ということで、以前の２項

は削除しているということになります。

次に、ページは何ページかにわたるのですが、

地方自治法がいちばんのメインでございます。そ

れで、以前では法律というのが条文中に３箇所程

度ありましたけれども、これを法律というと最後

の条文のほうにもありますが、すべて国の法律と

いう形になりまして、ちょっと曖昧な部分があり

ました。わかりやすく簡単にという基本原則があ

るわけですけれども、それにしても同じ条文中で

法律が地方自治法と他の法律というふうにわかり

づらいということもありますので、地方自治法の

以前の法律についてはすべて自治法ということで

３箇所ほど訂正しております。

それと、以前の６章ですが、江藤先生からご指

摘がありましたように、政治倫理まで大きくは３

つほどの項目が入っておりましたけれども、あま

りにも網羅的だということで条文を整理しており

ます。特に、政治倫理につきましては、第２章の
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ほうにもっていっております。現在は、６章の適

正な議会機能ということで９ページに整理してお

ります。１３条から２２条となっております。

第７章では、会議の運営ということで別立てし

まして、２３条、２４条、２５条という関係です。

最後ですが、１４ページになります。

２８条ですが、見直し手続きというところです

が、この２項につきましては、議会は、前項によ

る検討の結果、制度の改善が必要な場合は、厳格

にして慎重な意思決定を期待する特別多数議決の

趣旨を尊重し、全ての議員の合意形成に努め、こ

の条例の改正を含めて適切な措置を講じるという

形で最終的には整理しております。

それと、２９条につきましては、さきほど何度

か申し上げましたが、条例がわかりやすく町民も

読みやすいという大変難しい熟語等もありますが、

基本的には読みやすいということを中心にしまし

た。それで、今回、２９条につきましては、条例

のつくりを２項で解説した部分です。これは、新

たに追加になった事項でございます。

全般的には、特別委員会までの仕切りにつきま

しては、各条項の解説、いわゆる逐条解説と言わ

れている部分ですが、これを今回すべて付けてお

ります。

以上、簡単ですが概要説明を終わります。

○議長（溝部幸基） 素案２の概略説明をしまし

たが、この部分について質疑を受けたいと思いま

す。

３番新山大吉議員。

○３番（新山大吉） この素案２について、本条

例案には、随所に努めるということがたくさん入

っています。１２月７日、八雲町の自治基本条例

の町民懇話会アドバイザーの水沢さんという人が

新聞に出ていました。

本条例とは、自治とは自分たちのことは自分た

ちで決めること、そのために必要な住民、議会、

首長、それぞれの役割を定めたルールです。その

辺まではいいですけれども、条例に携り、最も研

究されている留意点は何かと聞いたら、条例の中

に努めるという言葉がやたらに入っていたらこれ

は間違いだとしているのです。努めるということ

は、やらないという解釈なのです、なぜかと言う

と、行政用語で実際に条例の条文の用語ではない

ということを指摘しているのですが、その辺につ

いていかがですか。

○議長（溝部幸基） 石堂議会事務局長。

○議会事務局長（石堂一志） 私も新聞記事を読

みました。それで、努めるという字句ですが、基

本的には、議会基本条例（素案）も含めて、普通

の条例よりはかなり少なくなっています。という

のは、新山議員がおっしゃったような考え方で、

努めるというのはどうしても曖昧になってしまう

ということがあります。ただし、１００パーセン

ト、すべてそれは整理できなかったということも

事実です。

それで、町のまちづくり基本条例と比べていた

だくと、もちろん文章の内容にもよるのですが、

努めるという言葉は皆さんに示す前の議会運営委

員会での最初の段階からは、なかり削っておりま

す。私どもの議会基本条例につきましては、努め

る言葉も含めまして、さきほど２９条のほうに条

文を追加したというのは、その部分も含めた意味

での追加であります。ただ、確かに努めるという

ことは、まだいくつか入っておりますので、それ

はまだ検討する価値はあると思います。

○議長（溝部幸基） 補足して加えますと、この

条例のつくり方の２９条で、今回加えた部分の中

の解説２に書いたのですが、新山議員がおっしゃ

ったような部分で、従来のものというのは努力規

定みたいな形にして、結果的にはそれがなかなか

実現しないようなものを認めているような条例が

多いのですが、そこをできるだけ受身の形ではな

くて、議会側が主体的にという形の中で整理しよ

うということで、議会議員の部分についてはそう

いうふうに変えています。

ただ、ここの部分の中では、特に町側との部分

と、もう１つは対町民の部分があります。そこの

部分については、こちらが主導で断定するという

形にはなかなかならないと思いますので、そこは

期待を込めて努めるという形になっている部分が
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多くなっていると思います。従来のものから見る

と議会側が能動的にということを意識して、条文

の整理をしたということでございます。

３番新山大吉議員。

○３番（新山大吉） 八雲町でも同じものを作ろ

うとしていて、努めるというのはこうだと勉強し

たのです。よくよく見たら、随所に９箇所、１０

箇所くらい努めるがあるのです。したがって、努

めるではだめなのだと、しなければならないと、

八雲の文章に出ているので、質問したわけです。

○議長（溝部幸基） そのほか、質疑ございませ

んか。

５番加藤議員。

○５番（加藤雅行） １点だけ気になるというか、

今の新山議員の質問を絡めた中で努めるのではな

くて、今回の議会基本条例をつくるにあたって、

これは将来的な問題ではなくて、つくったからに

は考えるということになります。考えるから行う

ということになるとすれば、いちばん問題になる

のは、おそらく第６章の適正な議会機能というと

ころで、議会費の確立ということに当然なってく

ると思うのです。

それで、１３条で議会費という形の中で、簡単

に需用費とか、何かの問題ではないと思うのです。

当然そうなれば、議員の歳費の問題も入ってきま

すし、ここに入っているから、なおさら一定の標

準率という言葉も使っているのだと思います。と

いうことにあれば、町民懇談会の場合でも、これ

は議会としていちばん大事な部分ではないかと思

うのです。当然、そこら辺のことも議論したうえ

で、今回の議会費の確立という提案としてという

か、基本条例の中に入れてきているのかどうなの

か。努めるということは、そういうふうな文言に

ならないはずなのです。つくったからにはおそら

くそうでしょう。

それともう１つは、これは町長と協議してでは

ないのです。陰のほうでは町長と協議してなるか

もしれないのですが、特別職の報酬に関する審議

の委員会というものも当入ってくるはずなのです。

ですから、そこら辺の中での軸とかそういうふう

なものは、どういう整理のされ方をしたのか。お

答えしてもらいたいと思います。

○議長（溝部幸基） 石堂議会事務局長。

○議会事務局長（石堂一志） 私のほうから、大

きく３点くらいだと思いますが、まず、議員定数

なり歳費の部分については、努めるという文言も

含めてですが、最終的には「期す」という言葉で

表しています。加藤議員ご質問のように、その辺

の具体的な一定の率というのは今いくらかといの

はまだ議論しておりません。ただ、方向性として

はこういう形で進めたいということを、ここでは

明記しているということになります。

それと、町長と協議してではなくて、報酬審議

会のほうと協議しなければならないのではないか

ということがあります。その辺も含めまして、具

体的な部分はこれからということになりますが、

現在の報酬審議会、昨年４月に現在の報酬になっ

ておりますが、あくまでも正式に議会議員の部分

という形では、現在の報酬審議会では審議はなっ

ていないという地方自治法の解釈があるのかなと

いうことです。

ですから、前回につきましても議会の部分につ

いては、参考みたいな形で報酬審議会の委員の皆

さんに意見を聞いたという形で経過しているとい

うのは、皆さんもご存知なのかと考えています。

議員の報酬につきましては、ご存知のとおり議員

さん方で金額を決めてしまえるという大変大きい

部分はあります。

それは、なかなかそういう形ではできませんの

で、なるべく民意だとか、そういう形で決めてい

かなければならないということは１つ大きくあり

ますので、その辺のあり方についても今後検討し

ていかなければならない事項と考えております。

○議長（溝部幸基） 若干補足しますけれども、

今の一定の標準率などによるという部分ですが、

例えば、全国的に平均がどうなのかとか、あるい

はもっと細かく言って人口規模による違いとか、

周辺の渡島管内とか、北海道の状況はどうだとか、

報酬については全国の町村議長会で首長に対する

率というものも出ていますので、そういうものも
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含めて判断をする。

ここで、努めるという言葉を使ったということ

は、ある程度今の状況で厳しいということも十分

承知しておりますし、執行権の部分の問題もある

わけですから、その辺も含めて町長と協議をして

そういう形で示していこうということの意味でご

ざいます。

それと、特別職の報酬審議会については、あく

までも町長の諮問機関でありますから、私どもが

勝手に諮問機関とどうこうということにはならな

いわけですから、あくまでも対町長との関係を含

めて調整をして考えていくということが基本だと

思っております。

５番加藤雅行議員。

○５番（加藤雅行） そうすると、報酬審議会、

その存在が何かというものを真っ向から否定して

いるような発言に聞こえるのです。あくまでも町

長側も民意というものを参考にしながら、報酬審

議会で決めるというのが１つの筋だと思っており

ます。

我々は、前回のとき１２人の給与を１０人分の

給与で行うという、自分たちが自分で決めて、そ

して、それを出していったということはさきほど

石堂事務局長が言ったとおりなのです。私たちが

決めて、私たちがそれを町側のほうに出していっ

たのですから。ですけれども、今のままのこの書

き方でいくならば、一定標準率だとかというもの

を、今ここで持ち出すということは必要ないので

はと思います。それを持ち出すのであれば、町民

から見れば、このあいだまでやったのは、何だっ

たのかということになってしまうのです。

ですから、こういうものを書いたのだから努め

るというのは期待目標というか、目標値とすると

いうふうな考え方でとるのか。それとも、いずれ

そういう形の中で、議会の中で歳費を出すように

努めるという意味なのか。そういうふうにとられ

る可能性は、あるのではないかと私は思うのです。

だから、そこら辺は慎重に、その当時決めた議員

の人たちもこの中におりますけれども、そういう

ことをどう考えて議運の中で議論したことになる

のか、そこら辺は議長だけではないと私は思うの

です。議運の人たちが皆さんそういう気持ちの中

でこういう文言を出してきたと思うのです。だか

ら、参加しないのが悪いとか、私は言われる可能

性もありますけれども、私は別問題だと思うので

す。

これは、議員個々の問題ですから、そういう形

の中で議会というものは成り立っている。ほとん

ど議会の基本条例というのはそういう形の中の表

現の仕方だと思うのです。どういうふうにして、

このあとこの文言を議会として処理されていくの

か、もう１回議運の人たちの中で検討してもらい

たいと思います。

○議長（溝部幸基） そういった議論もありまし

た。報酬については、特に期数の少ない議運のメ

ンバー等からも状況的にどうなのだろうというこ

とが１つ。それと、客観的に判断して今の報酬体

系、それから、議会費そのものも含めて妥当なの

かどうかという議論が１つあっていいだろうと。

そして、今の財政状況を含めてそこを選択したと

いう報酬の部分があるわけですから、それはそれ

として認めるとしても、一定の標準率みたいなも

のとか、比較検討するものというものがあってい

いのだろうという議論だと思っております。

それで、加藤議員の今の部分も議運のメンバー

は聞いていると思いますので、それらも含めても

う１回議論したいと思いますけれども、基本的に

はそういうふうなことです。繰り返しますけれど

も、住民の皆さんの意向も踏まえながら、そうい

ったものをどう決めていくかということは、また

別な部分であると思います。お互いに議論するた

めにも全国の状況はどうなのだろう、人口比の対

応はどうなのだろうとか、あるいは、全国議長会

で出している標準的なものはどうなのか。

歳費については、特にそういう部分を慎重にし

ていかなければならないだろうという気持ちも込

めてこういうふうな書き方をしているのだと思っ

ております。標準率を出したから、それですべて

守りなさいということにはならないと私は思って

います。
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５番加藤雅行議員。

○５番（加藤雅行） さきほど民意の把握という

ものの中で、石堂事務局長がさきほどおっしゃっ

た、どっちみち議会の中で自分たちの給与の部分

を決めているというふうな言い方をされていたの

ですが、私はまずいと思います。あくまでも、そ

こら辺の中で、民意等を図りながら町長側なのか

報酬審議会なのか。そういう機関と連携をとりな

がらというふうな表現の仕方にもっていかないと、

町長と懇談してとか、談合してというふうなこと

に捉えかねないと思いますので、そこら辺は、注

意したほうがいいのではないかと私は思います。

○議長（溝部幸基） 言葉を返しますけれども、

さきほど言ったように、特別報酬審議会というの

は、あくまでも町長の諮問機関なわけですから、

そこを踏まえて町長が審議会に提案する。その前

段の部分で、今までは議会側の意向を基本的に尊

重しながら対応してきたと思っております。そこ

の部分を含めて協議ということで、そこを談合と

いうことは言いすぎだと思います。

５番加藤雅行議員。

○５番（加藤雅行） いやいや、とられかねない

と言っているのです。私は、談合しているとか、

言っているわけではないのです。

○議長（溝部幸基） その言葉自体も少し遺憾に

思います。特に、歳費については、議会費の予算

全般もそうですけれども、歳費・定数については

非常に住民も関心をもっているし、大事なことだ

という位置付けで、１４条の議員定数・歳費とい

う部分を含めて、２項の中で住民の皆さんや専門

の皆さんの意見を踏まえて議会が対応するという

ことの位置付けをきちんとしたということでござ

います。

２番川村明雄議員。

○２番（川村明雄） １０日、１１日の町民懇談

会に向けて、各議員が同じ理解のレベルにならな

いといけないのではないかと思います。そういう

ことで、ただいま加藤議員から出た一定の標準率

の件について、私は、当然将来の議員の報酬を定

めるにあたって一定の基準というものがなければ

ならないのだと思います。

ただし、この基準がそのとおり報酬にはね返せ

るということではなくて、全国的な、あるいは全

道、管内の平均的なものもあるでしょう。あるい

は、こういう議会基本条例を制定してきちんとや

っている、制定していないところはきちんとやっ

ていないという意味ではありませんけれども、そ

れだけ現在、昔の議員に比べて今の議員さん方は

特に町民からの目というものが昔からみたら相当

厳しくなっている。経済的な理由も踏まえてのこ

とだと思うのですけれども、それだけに議員の報

酬が適正であるかどうかということは、比較その

ものがなければならないと私は思うのです。

したがって、その比較の対象に１つ一定の標準

率というものがなければ町民から言わせても報酬

が安いとか高いといっても、どこにあわせて高い

のか、安いのかというものが見えてこないと思う

のです。そういう意味においては、一定の標準率

があるべきだし、先に制定している市等の状況を

みても、言葉は違っても１つの標準をもつべきだ

ということを認めているところが多いようであり

ます。

私どもも、もし町民から報酬が高すぎるとか、

定数が多すぎるという場合は、何に合わせて、何

に照らして、多いのか少ないのか。そういうこと

がきちんと答弁できるような形もなければならな

いと私は思っております。議会費の確立の中に、

こういう文言を定めていくということが必要だと

いうふうに議運の中でも理解してきたところであ

ります。

あと、特別職の報酬審議会の件でありますけれ

ども、これは、議員の報酬を定めることはできま

せんで、これと同じような形で民意をはね返せる

ものがあるとすれば、議会の中で議員の報酬審議

会のような制度を作らなければならないと、私は

解釈します。

○議長（溝部幸基） １０番滝川明子議員。

○１０番（滝川明子） 議会運営委員会で加藤議

員がおっしゃったようなことに対しては、いろん

な角度からずいぶんと議論をしたところでござい
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ます。議長もおっしゃいましたけれども、歳費と

いうふうには言わないのです。議員報酬なのです。

ですから、議員報酬とは違った歳費のあり方など

も議論しているところですけれども、そのことは

別にいたしましても、これからの検討になってい

くと思います。

今は触れないにしても議員報酬について、私は、

加藤議員が出された質問というのは民意の反映を

どうするのか、標準率を示すということについて

反対というのではなくて、町民からの理解をいた

だくために、この点はどうなのかとお話されたと

受け止めたのです。

それで、町長と協議という言葉以外に、執行機

関と協議調整とか、調整というふうになるとまた

誤解を招くことにもなるのでしょうか、その部分

でさらなる検討をしてもよろしいのではないかと

受け止めましたが、どうでしょうか。

○議長（溝部幸基） ５番加藤議員の部分につい

ては、報酬の部分に絞ってということですけれど

も、１３条でうたっている部分については議会費

全体の部分の話です。報酬については、１４条で

別立てにして、特にこういう対応をとっていると

いうことです。一般会計の予算という部分になる

わけですから、当然ほかの執行機関に云々という

話にはならないわけですから、町長と協議して、

ということになるのだと思います。

特に、歳費の部分については別立てで、特に全

体予算のうち歳費については、別に１４条の中で

注意をして対応するということになっているわけ

です。１３条の部分は議会費も入れますけれども、

議会費全体という意味です。

○５番（加藤雅行） だから、議会費全体となれ

ば歳費を含むのです。１３条の１がここの適正な

議会機能の大元になっているのです。そこで、別

立てで定数と歳費という話にはならないのです。

これがあって下の議会定数だとか１４条になるの

です、作り方とすれば。そういうふうにして示さ

ないと、どうしても一般の人たちはそこだけを見

て考えるような形になりやすいのです。

議員の定数というのは定数の問題で、歳費の問

題とは別なのです。それを２つに分けてやること

自体の中で、もう少し整理されるような方向も出

てくるのではないかと私は思っているのです。

○議長（溝部幸基） 議会費全体を協議する段階

では、すでに議員定数とか歳費というものは決め

られている状態でやるわけです。そこの部分は、

特に議員定数歳費の部分については、１４条の中

で考えるということです。

○５番（加藤雅行） それは、定数というふうな

ものになると、どうしても１２人の定員を１０人

の給与でとか、そういう形の議論の仕方になるか

らこういう形になってしまうのです。

○議長（溝部幸基） 暫時休憩します。

――――――――――――――――

（休憩 午後 ２時１２分）

（再開 午後 ２時１３分）

――――――――――――――――

○議長（溝部幸基） 休憩前に引き続き、会議を

再開いたします。

そのほか、質疑ございませんか。

１番佐藤卓也議員。

○１番（佐藤卓也） 細かいことなので、あまり

重要だと思わないのですけれども、２５条を何度

かアクティブ型議会の定義を考えてみたのですけ

れども、参考資料を見ても、議運のメンバーとし

てもちょっとむずかしいというか、曖昧かと思い

ます。それを解説の部分に入れるべきだと思いま

した。

それと、１９条のＩＣＴ情報技術も同様に町民

にわかりにくいので、解説のところに入れるべき

だと思います。ＩＣＴというのは、情報技術では

なくて、情報通信技術と訳されているみたいなの

で、日本語をさきにして英語のほうをカッコの中

に入れてもいいのかなと感じました。

それと、１０ページの１７条３項に自己評価の

部分が書いてありますので、この辺もある程度、

詰めるべきだと思いました。

最後に、７ページ８条の解説④ですけれども、

この部分はもう少し手直しが必要なのかと思いま

す。僕なりに考えてみたのですけれども、もう１
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度、ご一考いただければと思いました。

○議長（溝部幸基） 石堂議会事務局長。

○議会事務局長（石堂一志） ４点質問等、意見

等ありました。

２５条のアクティブ議会、それと１９条のＩＣ

Ｔ、それと８条４項の解説の部分、これにつきま

しては、あとでスケジュールのほうでも申し上げ

ようと思っておりましたが、町民懇談会、そして

議会運営委員会、そして来週の月曜日は特別委員

会という厳しいスケジュールになっていますが、

今日の意見も踏まえて検討して、直せるものは直

していきたいという考えでございます。

それから、１７条の自己評価の件につきまして

は、議長からお願いします。

○議長（溝部幸基） 佐藤議員、８条４項の解説

の部分を言っていましたが、ここをこう変えたら

どうかみたいなのはありますか。

１番佐藤卓也議員。

○１番（佐藤卓也） ④の「一般質問の通告制は、

議長に対して行われるものですが」は、このまま

でいいのですが、そこに２行目の「討議の充実等

を図るため」をもってくる。「事前に町長等に質問

の用紙を通知して、１回目の答弁用紙を事前に」

という「事前に」が、２回続いているので、こっ

ちの「事前に」を消してもいいかと思います。あ

とは、「議長を」からは、訂正なしというふうに考

えてみました。

○議長（溝部幸基） それでは、佐藤議員からも

指摘があったのですが、１０ページの議会白書、

議会・議員の評価の部分、第１７条第３項で努力

規定を義務規定にという形で、「よう努める」とい

うことに素案１はなっていたのですが、これを公

表するという形で義務化してはどうかということ

です。

この部分については、素案を作った段階では努

力規定もやむを得ないということだったのですが、

ご存知のように、まちづくり基本条例の部分では、

行政評価という形が初めて出てきました。それら

を示すということになります。決算審査の段階で

それらも含めて、議会側が行政評価に対する議会

としての評価を示していくということになります。

それであれば、努力規定をこの機会に義務規定に

すべきではないかという意見もありまして、素案

２では両論という形で示しましたので、これらに

ついてまた意見をもらえればと思います。

それで、義務規定にして出さなかったらどうな

るのかという部分は、そこまで罰則ということは

ないわけですので、できるだけ出していただくよ

うに３回実際にやっています。そういう形で、ど

うかという議運の意見もありまして、今日この部

分については、皆さんの意見を伺いたいと思って

おりますので、その辺もよろしくお願いしたいと

思います。

質疑はありませんか。

２番川村明雄議員。

○２番（川村明雄） 自己評価として、１年ごと

に町民に公表するよう努めるということで、前回

は努めるということであったのですけれども、今

回は公表する、このいずれかを皆さんで協議して

選んでもらうということにしているわけでござい

ます。さきほど３番議員さんからも八雲町の懇話

会アドバイザーの水沢さんのお話が新聞に出てお

りましたけれども、何々に努めるという条文は、

行政用語であってやらないという意味だというこ

とが新聞に出ているのです。

確かに、行政側からすると前向きに検討すると

か、鋭意検討したいとか、努力したいとか、その

ように努めたいという言葉をよく使うのですけれ

ども、行政マンからすると努めるのは、やらない

という意味なのだと理解してくれという暗黙の了

解みたいなものがあったのでしょう。そういうこ

とをひいて八雲町の自治基本条例を現在進めてい

るところでは、そういう理解をもらって、それで

努めるという言葉を極力少なくしているというふ

うなことだと思うのです。

私どもが１７条をしたためるにあたって３項の

ところは公表するということですけれども、ただ

いま議長が言ったように強制ということではない。

例えば、強制されても出さない場合もあるし、公

表しない場合もあるわけですから、ここでは私ど
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もの理解としては強制しないということでしたの

で、それで公表するというふうにいったほうがい

いのではないかということでございました。

ここのところは、いろいろ政務調査費にも、さ

きほど５番議員さんからも出ていた１３条の根幹

をなすところということですけれども、政務調査

費においても使う方もいるし、使われない方もい

るということで、政務調査費がある、ないによっ

て、議会全体の歳費の一定率に関わってくるわけ

です。

例えば、政務調査費を使う、うちの議会は額が

少ないですからもっと研究する、もっと調査する、

もっと自分で調べるという場合は、当然今の額で

は収まらない額でももっと研究調査する方がでて

くると思うのです。それによって、その議会の議

員の活動率によっても１３条に関わってくるわけ

ですけれども、その一定率の増減に関わってくる

と思うのです。

そういうことも含めて、第１７条の議員の評価

というものは、あらゆる面から評価対象になると

いうことで、私の理解としては公表するというこ

とにしておいて、強制ではないという、これはど

なたが議員になろうと、将来に向かってこのよう

に、理念をきちんと定めていくという立場に立っ

ていかなければならないのではと思っております。

○議長（溝部幸基） そのほか、ありませんか。

７番佐藤孝男議員。

○７番（佐藤孝男） ８ページの１１条に書かれ

ている代表機関との議会のあり方ですが、議決責

任という役割を町長と公平に分担するという観点

に立ち、１１項目についての計画にしています。

この解説を見ると、１番下の各計画の事業費等に

ついては、計画額という観点というところがわか

らないものですから、説明をお願いします。

○議長（溝部幸基） 石堂議会事務局長。

○議会事務局長（石堂一志） これにつきまして

は、議運もそうですし、関係課、課長と議運で協

議した経過もあります。議決事項の部分では、事

項数は別にしましても、これまで第１号では地方

自治法第２条第４項の規定というのは、さきほど

省略しました、町の基本構想、１番上の部分、そ

して、福島町では基本計画、これはご存知のとお

り９６条の２項を使いまして、地方自治法には規

定していないのですが、議会の議決事項として決

めています。

もう１つは、福島町でいいますと実施計画とい

う部分、福島町の総合開発計画は３つに大きく分

かれているわけですけれども、上２つ、基本構想

と基本計画につきましては、事業費等の金額が入

っていない部分、最後の実施計画というのは、事

業費が入っている部分です。

そういう観点で見てもらいますと、（２）から（１

１）まで、それぞれ金額というのはどこかに出て

くる形になります。総合開発計画は町のいちばん

上位の基本的な計画だということで、３つに分か

れていますけれども、２号以下につきましては、

１つで事業費的な予定の額みたいなものも入って

いる部分があるのですが、それはそれぞれのつく

りでまた違いますが、文書の中に将来予定額みた

いなものも入っている部分があるのです。

それで、それを議決事項にしますと、要するに

金額ですから、それを議決事項で縛ってしまいま

すと、身動きができなくなってしまうという大事

な部分があります。それについては、なお書きで、

計画額ということで議決事項ではありませんとい

う形の説明の仕方をしているということです。

ただ、まだこれは決まっておりませんけれども、

現在の第２９次地方制度調査会では、来年の地方

自治法の改正に至るかどうかわかりませんが、総

合開発計画等も実施計画だとか事業費が云々とい

うところまで、すべて包含した形で、当町の検討

しております基本条例みたいな形になるのか、具

体的にはわからないのですが。方向性としては、

議会の議決というのは、いろんな大事な基本計画

については、基本的な計画については議決するべ

きだろうという議論になっていて、そういう改正

に向けて動いているという状況です。

○議長（溝部幸基） 今までこの計画を検討した

段階では、１９団体が議会基本条例を作っていて、

現時点では、２２団体まで増えてきているのです
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が、その中でちょっと調べてみましたら、隣町の

知内町は、（１）総合計画の部分、それと高齢者保

健福祉計画・介護保険事業計画と次世代育成支援

行動計画の部分が議決事項として追加になってい

ます。

今金町の場合は、（１）と都市計画、住宅マスタ

ープラン、高齢者保健福祉計画・介護保険事業計

画、次世代育成支援行動計画という内容での議決

事項の追加ということになっています。（９）、（１

０）、（１１）の部分についても京丹後市、松島町

等議決事項に加えている。あるいは、ここの部分

については細かい規定をしないで、産業振興等の

将来計画の部分について、議決事項とするという

捉え方でもっと幅広く議決事項としてできますと

いう、つくりをしているところもございます。

１１番金沢秀一議員。

○１１番（金沢秀一） １４ページの２８条、見

直し手続きに関する部分ですが、説明②のところ

に「町の憲法である議会基本条例の改正にあって

は、過半数よりさらに厳しい、特別多数議決での

対応を規定したいところでありますが、現行の地

方自治法では、認めていませんので、趣旨を尊重

して１人でも多くの賛成者の合意形成に努めるこ

とを規定しました」という説明になっていますが、

町の憲法である議会基本条例の制定にあたっても

このような形であるべきだと思うのです。

皆さんは、戦後派だと思うのですが、今日はど

ういう日かわかりますか。１２月８日の午前７時

に大本営が真珠湾を奇襲したと発表するのです。

実際に奇襲したのは、現地では１２月７日です。

なんでこんなことができたかというのは、財閥が

経済を牛耳っているのです。

それと、政治そのものは軍が握ってしまったの

です。政党は解体されて議会そのものが骨抜きに

されてしまったのです。だから、軍部がすきなよ

うにしてこういう戦争の状況に入っていったわけ

です。議会基本条例というのは、非常に大事なも

のであって、地方にあっても国にあっても道にあ

っても大事なものだと思うのです。今、また昔に

帰るような状況が結構話題になっています。でも

実際には侵略しているのです。そういうのを防ぐ

ためにも、確かに見直し手続きの条例ですが、合

意形成のために、ぜひ皆さんの賛同を得て基本条

例を制定したいと思うのですが、いかがでしょう

か。

○議長（溝部幸基） 金沢副議長が言ったとおり

に検討をしたのですが、特別多数議決については

法律で決められているのです。勝手に条例の中で、

議決をするということができないという状況にな

っているものですから、特別多数議決の趣旨を尊

重し、できるだけの賛同者を含めて合意形成をす

るという一言を書き加えたということです。

この素案の最初の部分には、この部分がなかっ

たのですが、その辺も検討すべきではないかとい

う議運の話にも出てきまして調べたのですが、そ

れはできないということがはっきりしました。そ

れでは、そういった趣旨を尊重してできるだけ合

意形成をして、賛同者を得てやるという手続きを

しましょうということをここに書いたという形に

なったということでございますので、ご理解願い

ます。

それは、基本条例に限らず、すべての議案がそ

ういう方向で合意形成に努めるということで、特

に江藤先生からも指摘された少数意見の尊重とい

う部分も、適正な議会の運営という部分の中で、

そこを書き込み、極力、全員の合意形成に向けて

努力をするということを何箇所か加えております

ので、ご理解をいただきたいと思います。

○議長（溝部幸基） そのほか、ございませんか。

（「なし」という声あり）

○議長（溝部幸基） なければ、さきほど言いま

した１７条の自己評価の部分について公表する、

義務規定化するか、今までのように努力規定をす

るかという部分ですが、すでに資料も参加者に配

付しておりますので、両論併記のような形で資料

も出ておりますので、この辺もできれば住民懇談

会の中で問題提起をして意見を聞き、それを踏ま

えて特別委員会の中で議論するということでよろ

しいですか。

（「異議なし」という声あり）
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○議長（溝部幸基） それでは、そういう形にし

ます。

そのほか、質疑なければ、スケジュールについ

ての最終確認を事務局のほうからさせたいと思い

ます。

石堂議会事務局長。

○議会事務局長（石堂一志） 次第のほうに、今

後のスケジュール①としまして、本日の全員協議

会、そして明日、明後日午後６時から町民懇談会

ということで、初日は産業団体、それと前まちづ

くり基本条例の委員さん等、それと、２日目は各

種団体と教育関係団体ということで、これは全員

の広報・広聴常任委員会という形で開催する予定

になっております。

次に、１２日は、今日と町民懇談会も含めて、

その辺の素案に対する調整を１時半から議会運営

会で行います。

そして、月曜日１５日ですが、自治・議会基本

条例調査特別委員会としては、最後となる予定で

す。この特別委員会に向けて進むということで、

最終的には、２４日招集予定されております、第

２回定例会に、まちづくり基本条例と議会基本条

例の議案が提出されるということです。

現在、議会運営会のほうでは、その２つの案に

ついて、今度は審査特別委員会を設置して１２月

定例会以降、３月の議会までで審査をしまして、

３月で議決をするという予定です。

次に、②その他、１２月以降の検討事項という

ことです。ご存知のとおり、さきほど加藤議員か

らもお話がありましたけれども、議会基本条例の

大きい部分につきましては示しているとおりです

が、その他のそれに委任する規則等については、

まだまったく整理がされておりません。今後３月

までには、すべてこの整理も終わらなければなら

ないという１つの事項が残っております。

それと、可決した場合には４月の施行予定でご

ざいますので、その前の周知、または町民懇談会

等もやらなければならない予定の事項ということ

で、大きく２つ、今後の予定ということで考えて

おります。

○議長（溝部幸基） スケジュールほか、１２月

以降の検討事項の部分含めて、何か質疑はござい

ませんか。

（「なし」という声あり）

○議長（溝部幸基） ないようですので、これで

全員協議会を終わります。

どうもご苦労様でした。

――――――――――――――――――――

（閉会 午後 ２時４０分）


